
各課からのお知らせ

7小城市報さくら

年
金
の
請
求
は
忘
れ
ず 

に
行
い
ま
し
ょ
う　
　

　

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
公
的
年

金
は
、
支
給
さ
れ
る
条
件
が
そ
ろ

え
ば
自
動
的
に
支
給
さ
れ
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
人
が
必
要
な
書
類
を
提
出
し

て
「
裁
定
請
求
」
と
い
う
手
続
き

を
行
い
、
そ
れ
が
確
認
さ
れ
て
か

ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

裁
定
請
求
漏
れ
を
防
ぐ
た
め
に

　

年
以
上
の
加
入
期
間
が
あ
っ
て

２５老
齢
基
礎
年
金
等
の
受
給
年
齢

（
国
民
年
金
で
は　

歳
）を
迎
え
る

６５

方
を
対
象
と
し
て
、
誕
生
月
の
３

か
月
前
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
、

同
機
構
が
管
理
し
て
い
る
年
金
加

入
記
録
等
を
印
字
し
た
「
裁
定
請

求
書
」
な
ど
の
書
類
が
事
前
に
送

付
さ
れ
ま
す
。　

　

裁
定
請
求
書
を
受
け
取
っ
た
方

は
、
印
字
さ
れ
た
内
容
を
確
認
し

て
、
必
要
な
書
類
（
戸
籍
謄
本
等
）

を
誕
生
日
以
降
に
取
得
し
て
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
国
民
年
金
１
号
被
保
険
者
（
農

業
や
自
営
業
者
）
期
間
の
み
の

方
→
市
役
所
各
庁
舎
総
合
窓
口
係
又

は
小
城
庁
舎
国
保
年
金
課

②
国
民
年
金
第
３
号
被
保
険
者

（
配
偶
者
の
扶
養
に
入
ら
れ
て

い
た
）
期
間
が
あ
る
方

→
佐
賀
年
金
事
務
所

③
２
つ
以
上
の
年
金
制
度
に
加
入

し
て
い
た
方

→
佐
賀
年
金
事
務
所

【
問
合
せ
】
国
保
年
金
課

　
（
小
城
庁
舎
）

　

担
当　

古
川
・
岩
本

　

☎　

－

８
８
０
２ 

７３

三
日
月
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
（
ゆ
め
り
あ
）
の 

休
館
日
が
変
わ
り
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
休
館
日
が
少
な

く
な
り
、
利
用
し
や
す
く
な
り
ま

す
。
皆
様
の
健
康
づ
く
り
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※
利
用
（
営
業
）
時
間
は　

時
か

10

ら　

時　

分
ま
で
で
す
。

２１

３０

【
問
合
せ
】

　

三
日
月
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
（
ゆ
め
り
あ
）

　

☎　

－

９
２
７
０

７３

春
の
火
災
予
防
運
動

防
火
標
語
「
消
し
た
か
な　

あ
な

た
を
守
る　

合
言
葉
」

　

春
の
火
災
予
防
運
動
期
間
（
３

月
１
日
～
７
日
）
に
合
わ
せ
て
、

小
城
市
消
防
団
で
は
火
災
予
防
パ

レ
ー
ド
と
色
の
薄
く
な
っ
た
消
火

栓
や
消
火
栓
の
蓋
の
塗
り
直
し
を

実
施
し
ま
す
（
消
火
栓
か
ら
５
ｍ

以
内
の
部
分
は
駐
車
禁
止
に
な
っ

て
い
ま
す
。）。

　

ま
た
、
小
城
消
防
署
と
女
性
消

防
団
員
に
よ
る
一
人
暮
ら
し
高
齢

者
宅
の
防
火
訪
問
も
併
せ
て
実
施

し
ま
す
。
火
災
予
防
運
動
の
目
的

は
、
火
災
の
発
生
を
防
止
し
、
死

者
を
減
少
さ
せ
、
財
産
の
損
失
を

防
ぐ
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
も

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
。

※
既
存
住
宅
の
住
宅
用
火
災
警
報

器
は
、
平
成　

年
５
月　

日
ま

２３

３１

で
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
総
務
課
消
防
交
通
係

　
（
牛
津
庁
舎
）

　

担
当　

相
川
・
柳
川

　

☎　

－
８
８
１
８

６３

「裁定請求」の手続き

をしましょう！

 まちの話題
一
輪
車
を
寄
贈
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た

　

桜
岡
小
学
校
同
級
会
（
昭
和

　

年
卒
業
生
）
代
表 
石  
井  
倫  
平 

い
し 
い 
り
ん 
ぺ
い

１７様
か
ら
桜
岡
小
学
校
に
、
一
輪

車
を
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

同
会
で
は
、
例
年
同
窓
会
を

開
催
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
高

齢
に
よ
り
今
年
が
最
後
の
同
窓

会
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
集
め
ら

れ
た
会
費
の
一
部
を
使
っ
て
母

校
に
役
立
つ
も
の
を
寄
贈
し
よ

う
と
い
う
こ
と
か
ら
学
校
に
相

談
が
あ
り
ま
し
た
。

　

桜
岡
小
学
校
で
は
昼
休
み
な

ど
に
児
童
が
遊
ん
で
い
る
一
輪

車
が
、
壊
れ
て
使
え
る
台
数
が

少
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

一
輪
車　

台
を
寄
贈
し
て
い
た

１０

だ
き
ま
し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（後列左より緒方校長、同級会石井様・井上様）

４月１日からの休館日これまでの休館日

・毎月第３月曜日及びその
翌日。ただし、これらの
日が休日に当たる場合は、
その日以降で最も近い連
続する休日でない２日
・１２月２９日から翌年１月１
日まで

・毎週火曜日と毎月第４水
曜日。ただし、その日が
休日に当たる場合は、そ
の翌日。
・１２月２９日から翌年１月１
日まで


